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「基準該当訪問介護・基準該当第１号訪問型サービス」重要事項説明書 

 

  

 

 

 

 

 

 

当事業所はご契約者に対して基準該当訪問介護サービス及び基準該当第１号訪問型サービスを提供

いたします。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説

明します。  

 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要支援状態」「要介護状態」

と認定された方が対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でもサービ

スの利用は可能です。 
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社会福祉法人 女満別福祉会 

当事業所は介護保険の登録を受けています。 

（大空町指定  第０１８５２０００２９号） 
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１．事業者 

（１）法人名        社会福祉法人 女満別福祉会 

（２）法人所在地     北海道網走郡大空町女満別西４条５丁目４番１０号 

（３）電話番号       ０１５２－７４―２５５５ 

（４）代表者氏名     理事長  河崎 琢哉 

（５）設立年月       平成５年４月２６日 

 

２．事業所の概要 

（１）事業所の種類    ア. 基準該当訪問介護 

令和６年５月１４日登録（指定） 

北海道 第０１８５２０００２９号 

イ.  基準該当第１号訪問型サービス 

令和６年５月１４日登録（指定） 

   大空町 第０１８５２０００２９号 

（２）事業の目的     基準該当訪問介護及び基準該当第１号訪問型サービスは、介護保険法令その他

関係法令に伴い、ご契約者（ご利用者）が居宅において、有する能力に応じ、

可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的と

して、サービスを提供します。 

（３）事業所の名称    ヘルパーステーション 女満別ドリーム苑 

（４）事業所の所在地  北海道網走郡大空町女満別西４条５丁目４番１０号 

（５）電話番号       ０１５２－７４－５９５５ 

（６）管理者氏名      谷 正裕 

（７）当事業所の運営方針 ・当事業所は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応

じ自立した日常生活を営むことができるよう入浴、排泄、食事の介助その

他の生活全般にわたる援助を行います。 

・事業の実施にあたっては、地域の保険、医療、福祉サービスとの綿密な

連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。 

（８）開設年月      平成１６年４月１日（基準該当事業所～令和６年６月１日から） 

 

３．事業実施地域及び営業時間 

（１）通常の事業の実施地域  大空町女満別区域（旧女満別町全域） 

（２）営業日及び営業時間      

営業日 月～金曜日（１２月３１日から１月３日を除く） 

受付時間 ８時１５分～１７時１５分 

サービス提供時間帯 ８時１５分～１７時４５分 

 

４．職員の体制 

 当事業所では、ご契約者に対して基準該当訪問介護及び基準該当第１号訪問型サービスを提供する職

員として、以下の職種の職員を配置しています。 
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<主な職員の配置状況> ※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職   種 配置人数 基準 備考（職務内容等） 

１．管理者 １名 １名 兼務 

２．サービス提供責任者 １名以上 １名以上 訪問介護員兼務 

３．訪問介護員 ３名以上 ３名以上  

 

 

５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

 当事業所では、ご契約者のご家庭に訪問し、サービスを提供します。 

当事業所が提供するサービスについて、 

（１）利用料金が介護保険から給付される場合 

（２）利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合 

があります。 

 

（１）介護保険の給付の対象となるサービス（契約書第 4条参照） 

以下のサービスについては、利用料金の９割（又は８割若しくは７割）が介護保険から給付されます。 

<サービスの概要と利用料金> 

○身体介護 

 入浴・排せつ・食事等の介護を行います。 

○生活援助 

 調理・洗濯・掃除・買い物等日常生活上の世話を行います。 

☆ご契約者に対する具体的なサービスの実施内容、実施日及び実施回数は、ケアプランを踏まえて定

められます。 

１．身体介護 

○ 入浴介助 

…入浴の介助又は、入浴が困難な方は体を拭く（清拭）などします。 

○ 排せつ介助 

…排せつの介助、おむつ交換を行います。 

○ 食事介助 

…食事の介助を行います。 

○ 体位変換 

…体位の変換を行います。 

○ 通院介助 

…通院の介助を行います。 

２．生活援助 

○ 調理 

…ご契約者の食事の用意を行います。（ご家族分の調理は行いません。） 

○ 洗濯 

…ご契約者の衣類等の洗濯を行います。（ご家族分の洗濯は行いません。） 

○ 掃除 

…ご契約者の居室の掃除を行います。（ご契約者の居室以外の居室、庭等の敷地の掃除は行いま
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せん。） 

○ 買い物 

…ご契約者の日常生活に必要となる物品の買い物を行います。（預金・貯金の引き出しや預け入

れは行いません。） 

 

 ＜サービス利用料金＞ 

訪問介護費（特別地域加算１５％対象地域） 

それぞれのサービスについて、平常の時間帯（午前８時から午後６時）での料金は次の通りです。 

区分 サービス提供時間 
介護給付費 
（特別地域加算１

５％を含む） 

自己負担額 

（１割） （２割） （３割） 

身体介護 

２０分未満 １，６８６円 １６９円 ３３７円 ５０６円 

２０分以上 ３０分未満 ２，５２５円 ２５３円 ５０５円 ７５８円 

３０分以上 ６０分未満 ４，００５円 ４０１円 ８０１円 １，２０２円 

６０分以上 ５，８６８円 ５８７円 １，１７４円 １，７６１円 

６０分以上 ３０分増す毎に ８４８円 ８５円 １７０円 ２５４円 

身体介護に引き

続き生活援助を

行う場合 

２０分以上 ６７２円 ６７円 １３４円 ２０２円 

４５分以上 １，３４５円 １３５円 ２６９円 ４０４円 

７０分以上 ２，０１７円 ２０２円 ４０３円 ６０５円 

生活援助 

２０分以上 ４５分未満 １，８５２円 １８５円 ３７０円 ５５６円 

４５分以上 ２，２７７円 ２２８円 ４５５円 ６８３円 

通院等乗降介助 １回（片道）につき １，００３円 １００円 ２０１円 ３０１円 

上記自己負担額は特別地域加算を含めた参考金額です。 

☆「サービスに要する時間」は、そのサービスを実施するために国で定められた標準的な所要時間で

す。 

☆ 上記サービスの利用料金は、実際にサービスに要した時間ではなく、ケアプランに基づき決定され

たサービス内容を行うために標準的に必要となる時間に基づいて介護給付費体系により計算され

ます。 
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◎次の要件が満たされた場合は、上記サービス利用料金に加算又は減算が適用されます。 

 

■特定事業所加算 

 

【加算と単位数】 

加算名 単位数 算定要件 

特定事業所加算（Ⅰ） 所定単位数の２０％を加算 

下表参照 

特定事業所加算（Ⅱ） 所定単位数の１０％を加算 

特定事業所加算（Ⅲ） 所定単位数の１０％を加算 

特定事業所加算（Ⅳ） 所定単位数の３％を加算 

特定事業所加算（Ⅴ） 所定単位数の３％を加算 

 

【算定要件】 

 特定事業所加算の算定要件 （Ⅰ） （Ⅱ） （Ⅲ） （Ⅳ） （Ⅴ） 

 

 

 

体

制

要

件 

 

 

 

 

 

（１）訪問介護員、サービス提供責任者ごとに計画された研修実

施 
○ ○ ○  〇 

（２）利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意

事項の伝達等を目的とした会議の定期的な開催（テレビ電話等

の ICT活用が可能） 

○ ○ ○ ○ 〇 

（３）利用者情報の文書等による伝達（※）、訪問介護員等から

の報告※直接面接しながら手交する方法の他、FAX、メール等

によることも可能 

○ ○ ○ ○ 〇 

（４）健康診断等の定期的な実施 ○ ○ ○ ○ 〇 

（５）緊急時等における対応方法の明示 ○ ○ ○ ○ 〇 

（６）病院・診療所又は訪問看護ステーションの看護師との連携

により、24 時間連絡できる体制を確保し、必要に応じて訪問介

護を行うことができる体制の整備、看取り期における対応方針

の策定、看取りに関する職員研修の実施等 

○  ○   

（７）通常の事業の実施地域内であって中山間地域等に居住す

る者に対して、継続的にサービスを提供していること 
    ○ 

（８）利用者の心身の状況またはその家族等を取り巻く環境の

変化に応じて、訪問介護事業所のサービス提供責任者当が起

点となり随時、介護支援専門員・医療関係職種等と共同し、訪

問介護計画の見直しを行っていること 

    ○ 

 

 

人

材

要

件 

 

 

（９）訪問介護員等のうち介護福祉士の占める割合が 100 分の

30以上、又は介護福祉士、実務者研修修了者、並びに介護職 

員基礎研修過程修了者及び 1級過程修了者の占める割合が 

100分の 50以上 

○ 

 

 

 

（７）

又は

（８） 

   

（10）全てのサービス提供責任者が 3 年以上の実務経験を有す

る介護福祉士、又は５年以上の実務経験を有する実務者研修

修了者若しくは介護職員基礎研修過程修了者若しくは 1級過程 

修了者 

○    

（11）サービス提供責任者を常勤により配置し、かつ、同項に規

定する基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を１人以

上配置していること 

  
（11）

又は

（12） 

（11）

又は

（12） 

 

（12）訪問介護員等の総数のうち、勤続年数 7 年以上の者の占

める割合が 100分の 30以上であること 
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重

度

者

対

応

要

件 

 

（13）利用者のうち、要介護４～５である者、日常生活自立度

（Ⅲ、Ⅳ、M）である者、たんの吸引等を必要とする者の占める割

合が 100分の 20以上 

 

（13）

又は

（14） 

 （13）

又は

（14） 

  

（14）看取り期の利用者への対応実績が１人以上であること（併

せて体制要件（６）の要件を満たすこと） 
   

 

■初回加算       

加算名 単位数 算定要件 

初回加算 １８０単位／月 

新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施し

た訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が、自ら訪問介護

を行った場合、又は他の訪問介護員等が訪問介護を行う際に同

行訪問した場合。 

■緊急時訪問介護加算  

加算名 単位 算定要件 

緊急時訪問介護加算 

（介護予防を除く） 
９０単位／回 

利用者やその家族からの要請を受けて、サービス提供責任者が

ケアマネジャーと連携を図り、ケアマネジャーが必要と認めたとき

に、サービス提供責任者又はその他の訪問介護員等が居宅介護

サービス計画にない訪問介護（身体介護）を行った場合。 

■生活機能向上連携加算  

加算名 単位数 算定要件 

生活機能向上連携加算 

(Ⅰ) 
９０単位／月 

・訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション事業所又

はリハビリテーションを実施している医療提供施設（原則

として許可病床数２００床未満のものに限る。）の理学療法

士・作業療法士・言語聴覚士・医師からの助言（アセスメン

ト・カンファレンス）を受けことができる体制を構築し、助

言を受けた上で、サービス提供責任者が生活機能の向上を

目的とした訪問介護計画を作成（変更）すること。 

・当該理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師は、通所リ

ハビリテーション等のサービス提供の場において、又はＩ

ＣＴを活用した動画等により、利用者の状況を把握した上

で、助言を行うこと。 

※初回の訪問介護を行った月以降３月の間に限り算定 

生活機能向上連携加算 

(Ⅱ) 
１８０単位／月 

・訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーションを実施し

ている事業所の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士又はリ

ハビリテーションを実施している医療提供施設（原則として許可

病床数２００床未満のものに限る。）の理学療法士・作業療法

士・言語聴覚士・医師が、訪問・通所リハビリテーションの一環

として利用者の自宅を訪問する際にサービス提供責任者が同

行する等により、当該理学療法士等と利用者の身体の状況等

の評価を共同して行うこと。 

・生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成すること。 

・当該理学療法士等と連携し、訪問介護計画に基づく訪問介護を

行っていること。 

※初回の訪問介護を行った月以降３月の間に限り算定 
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■口腔連携強化加算 

加算名 単位数 算定要件 

 

 

 

口腔連携強化加算 

 

 

 

４５単位／回 

・事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した

場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び

介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供し

た場合に、１月に１回に限り所定単位数を加算する。 

・事業所は利用者の口腔の健康状態に係る評価を行うに

当たって、診療報酬の歯科点数表区分番号Ｃ000に掲げ

る歯科訪問診療科の算定の実績がある歯科医療機関の

歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、

当該従業者からの相談等に対応する体制を確保し、そ

の旨を文書等で取り決めていること。 

 

■認知症専門ケア加算 

加算名 単位数 算定要件 

 

 

 

認知症専門ケア加算

（Ⅰ） 

 

 

 

２．７単位／

日 

ア 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者が利用者

の 100分の 50以上 

イ 認知症介護実践リーダー研修修了者を認知症高齢者

の日常生活自立度Ⅱ以上の者が 20名未満の場合は 1

名以上、20名以上の場合は１に、当該対象者の数が

19 を超えて 10 又は端数を増すごとに１を加えて得

た数以上配置 

ウ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者に対し

て、専門的な認知症ケアを実施 

エ 当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する

留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的

に開催 

 

認知症専門ケア加算

（Ⅱ） 

 

３．６単位／

日 

ア 認知症専門ケア加算（Ⅰ）のイ・エの要件を満たすこ    

  と 

イ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者

の２０％以上 

ウ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対し

て、専門的な認知症ケアを実施した場合 

エ 認知症介護指導者研修修了者を１名以上配置し、事

業所全体の認知症ケアの指導等を実施 

オ 介護職員・看護職員ごとの認知症ケアに関する研修

計画を作成し、研修を実施又は実施を予定 

 

■訪問介護員２級課程修了者であるサービス提供責任者に係る減算 

加算名 単位数 減算適用要件 

介護職員初任者研修課

程を修了したサービス提

供責任者を配置している

場合（サービス提供責任

者配置減算 

所定単位数の 

７０％を算定 

・２級訪問介護員（平成２５年４月以降は介護職員初任者研修修

了者）のサービス提供責任者を配置していること。 

・減算が適用される訪問介護事業が、人員基準を満たす他の訪

問介護事業所と統合し出張所となるものとして、平成２７年度

末まで都道府県知事に届けた場合は、平成２９年度末までの

間、減算摘要事業所を統合する訪問介護事業所全体につい

て、当該減算を摘要しない。 
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■同一建物居住者に対する減算 （限度額管理の対象外） 

加算名 単位数 減算適用要件 

同一建物居住者に対する

訪問減算① 

所定単位数の 

９０％を算定 

事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住 

する者。（②及び④に該当する場合を除く） 

同一建物居住者に対する

訪問減算② 
所定単位数の 

８５％を算定 
上記の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数が１月あ 

たり５０人以上の場合 

同一建物居住者に対する

訪問減算③ 

所定単位数の 

９０％を算定 

上記①以外の範囲に所在する建物に居住する者（当該建物に居

住する利用者の人数が１月あたり２０人以上の場合） 

同一建物居住者に対する

訪問減算④ 

所定単位数の 

８８％を算定 

正当な理由なく、事業所において、前６月間に提供した訪問介護

サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣接する

敷地内に所在する建物に居住する者（②に該当する場合を除く）

に提供されたものの占める割合が９０％以上である場合 

 

■介護職員等処遇改善加算 

加算名 単位数 算定要件 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数に２４．５％

を乗じた単位数 

次のキャリアパス要件、月額賃金改善要件、職

場環境等要件の全てを満たす場合 

 

（１） キャリアパス要件 

Ⅰ 介護職員について、職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件を定め、それらに応じた賃金体

系を整備する。 

Ⅱ 介護職員の資質向上の目標や以下のいずれかに関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研

修の実施又は研修の機会を確保する。 

  ａ 研修機会の提供又は技術指導等の実施、介護職員の能力評価 

  ｂ 資格取得のための支援（勤務シフトの調整、休暇の付与、費用の援助等） 

Ⅲ 介護職員について、以下のいずれかの仕組みを整備する。 

ａ 経験に応じて昇給する仕組み 

ｂ 資格等に応じて昇給する仕組み 

ｃ 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み 

Ⅳ 経験・技能のある介護職員のうち１人以上は、賃金改善後の賃金額が年額４４０万円以上であるこ

と。 

Ⅴ サービス類型ごとに一定割合以上の介護福祉士等を配置していること。 

（２） 月額賃金改善要件 

Ⅰ 新加算Ⅳ相当の加算額の２分の１以上を月給の改善に充てる。 

（３） 職場環境等要件 

６の区分ごとにそれぞれ１つ以上取り組む。 

区分１ 入職促進に向けた取り組み（４項目） 

区分２ 資質の向上やキャリアアップに向けた支援（４項目） 

区分３ 両立支援・多様な働き方の推進（４項目） 

区分４ 腰痛を含む心身の健康管理（４項目） 

区分５ 生産性向上のための業務改善の取り組み（４項目） 

区分６ やりがい・働きがいの醸成（４項目） 

■高齢者虐待防止措置未実施減算 

減算名 単位数 算定要件 

高齢者虐待防止措

置未実施減算 

所定単位数

の１．０％を

減算 

虐待の発生又はその再発を防止するための以下の措置が講じら

れていない場合 

・虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、

その結果を従業者に周知徹底を図る 

・虐待の防止のための指針を整備 

・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施 

・上記措置を適切に実施するための担当者を置く 
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☆２人の訪問介護員が共同でサービスを行う必要がある場合は、ご契約者の同意の上で、通常の利用

料金の２倍の料金をいただきます。 

（第一号訪問型サービスを除く） 

＊２人の訪問介護員でサービスを行う場合（例） 

・体重の重い方に対する入浴介助等の重介護サービスを行う場合 

・暴力行為などが見られる方へサービスを行う場合 

 

☆ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払い

いただきます。要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻

されます（償還払い）。また、ケアプランが作成されていない場合も償還払いとなります。償還払い

となる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証

明書」を交付します。 

 

☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更し

ます。 

 

 

 

訪問型サービス費（特別地域加算１５％対象地域） 

区分 基本部分 
介護給付費 

（特別地域加算１５％

を含む） 

自己負担額 

（１割） （２割） （３割） 

訪問型サービス費

（Ⅰ） 

要支援１・２ 

週１回程度の利用 
１２，１７１円 １，２１７円 ２，４３４円 ３，６５１円 

訪問型サービス費

（Ⅱ） 

要支援１・２ 

週２回程度の利用 
２４，３１１円 ２，４３１円 ４，８６２円 ７，２９３円 

訪問型サービス費
（Ⅲ） 

要支援２ 

週２回を超える利用 
３８，５７４円 ３，８５７円 ７，７１５円 １１，５７２円 

上記自己負担額は特別地域加算を含めた参考金額です。 

 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス 

 以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

 

<サービスの概要と利用料金>  

 ①介護保険給付の支給限度額を超える訪問介護サービス 

介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用される場合は、サービス利用料金の全額がご契約

者の負担となります。 
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身体介護 

２０分未満 
２０分以上 

３０分未満 

３０分以上 

１時間未満 
１時間以上 

１時間以上 
（30 分増す毎

に） 

１，６８６円 ２，５２５円 ４，００５円 ５，８６８円 ８４８円 

生活援助 

２０分以上 

４５分未満 
４５分以上 

１，８５２円 ２，２７７円 

 

（３）交通費 

通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合は、サービ

スの提供に際し、要した交通費の実費をいただきます。 

自動車を使用した場合の交通費は、次に掲げる額を徴収します。 

① 事業者から片道２５キロメートル未満の場合 ５００円 

② 事業者から片道２５キロメートル以上の場合 ８００円 

 

（４）利用料金のお支払い方法 

前記（１）、（２）、（３）の料金・費用は、１か月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月２５日ま

でに以下のいずれかの方法でお支払い下さい。（１か月に満たない期間のサービスに関する利用料金

は、利用日数に基づいて計算した金額とします。） 

 

ア．下記指定口座への振り込み 

 ①網走信用銀行 女満別支店  普通預金  ０１６１８４６ 

  口座名義人  女満別ドリーム苑  

③ 農業協同組合 普通預金  ０７３０７９０ 

 口座名義人  女満別ドリーム苑  

 

イ．金融機関口座からの自動引き落とし 

 ご利用できる金融機関：網走信用金庫女満別支店、女満別農業共同組合 

 

（５）利用の中止、変更、追加 

○利用予定日の前に、ご契約者の都合により、訪問介護サービスの利用を中止又は変更、もしくは新

たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日までに事業

者に申し出てください。 

 

○利用予定日の午前８時３０分までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、

取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。但しご契約者の体調不良等正当な事

由がある場合は、この限りではありません。 

利用予定日の午前８時３０分までに申し出があった場合 無 料 

利用予定日の午前８時３０分までに申し出がなかった場合 １，０００円 

なお、要支援の方については、制度上、月定額利用料となっていることから、上記のキャンセル料
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はいただきません。但し、キャンセルが継続した場合は、サービス内容の見直しをお願いする場合

があります。  

 

○サービス利用の変更・追加の申し出に対して、訪問介護員の稼働状況により契約者の希望する期間

にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議します。 

 

６．サービスの利用に関する留意事項 

（１）サービス提供を行う訪問介護員 

サービス提供時に、担当の訪問介護員を決定します。 

ただし、実際のサービス提供にあたっては、複数の訪問介護員が交替してサービスを提供します。 

 

（２）訪問介護員の交替 

 ①ご契約者からの交替の申し出 

選任された訪問介護員の交替を希望する場合には、当該訪問介護員が業務上不適当と認められる

事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して訪問介護員の交替を申し出ること

ができます。ただし、ご契約者から特定の訪問介護員の指名はできません。 

 ②事業者からの訪問介護員の交替 

事業者の都合により、訪問介護員を交替することがあります。 

訪問介護員を交替する場合は契約者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じない

よう十分に配慮するものとします。 

 

（３）サービス実施時の留意事項 

①定められた業務以外の禁止 

契約者は「５．当事業所が提供するサービス」で定められたサービス以外の業務を事業者に依頼

することはできません。 

②サービスの実施に関する指示・命令 

サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業者が行います。但し、事業者はサービスの実施

にあたって契約者の事情・意向等に十分に配慮するものとします。 

③備品等の使用 

サービス実施のために必要な備品等（水道・ガス・電気を含む）は無償で使用させていただきま

す。訪問介護員が事業所に連絡する場合の電話等も使用させていただきます。 

 

（４）サービス内容の変更 

サービス利用当日に、ご契約者の体調等の理由で予定されていたサービスの実施ができない場合には、

サービス内容の変更を行います。その場合、事業者は、変更したサービスの内容と時間に応じたサービ

ス利用料金を請求します。 
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（５）訪問介護員の禁止行為 

訪問介護員は、ご契約者に対するサービスの提供にあたって、次に該当する行為は行いません。 

 

①医療行為 

②ご契約者もしくはその家族等からの金銭又は高価な物品の授受 

③ご契約者の家族等に対するサービスの提供 

④飲酒及びご契約者もしくはその家族等の同意なしに行う喫煙 

⑤ご契約者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動 

⑥その他契約者もしくはその家族等に行う迷惑行為 

 

７．緊急時・事故発生の対応方法 

（１）利用者に対するサービスの提供により、緊急時や事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族

等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

（２）利用者に対するサービスの提供により事故が発生し、損害が発生した場合は、不可抗力による場

合を除き速やかに契約者に対して損害を賠償します。 

   但し、契約者に重大な過失がある場合は、賠償額を減額することができます。 

（３）事故が生じた際には、とった処置について記録するとともに、その原因を解明し、再発防 

止のための対策を講じます。 

（４）事業所に連絡するとともに、利用者の主治医又は医療機関への連絡を行い、医師の指示に 

従います。 

（５）急を要する場合は、事業者の判断により救急車を要請し、事後報告となる場合もあります。 

（６）必要に応じて市町村に連絡します。 

（７）訪問時以外の利用者の緊急時には下記の連絡先にて対応いたします。 

 

   緊急時連絡先    ヘルパーステーション 女満別ドリーム苑 

              ０１５２－７４－５９５５ 

   対応可能時間    ８：１５～１７：１５ 

   上記時間外の連絡先  特別養護老人ホーム 女満別ドリーム苑 

              ０１５２－７４－２５５５ 

８．苦情の受付について 

（１）苦情の受付 

当事業所に対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

 ○苦情受付窓口（担当者） 

    ヘルパーステーション 女満別ドリーム苑 

    ［職名］   管理者 谷 正裕 

     電話    ０１５２－７４－５９５５ 

    ○受付時間   毎週月曜日～金曜日 

            ８：１５～１７：１５ 
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（２）行政機関その他苦情受付機関 

大空町 

福祉課高齢者福祉係 

所在地  網走郡大空町女満別西３条４丁目１番１号 

電話番号 ０１５２－７４－２１１１ 

受付時間 ９：００～１７：００ 

北海道 

国民健康保険団体連合会 

所在地  札幌市中央区南２条１４丁目 国保会館 

電話番号 ０１１－２３１－５１６１ 

受付時間 ９：００～１７：００ 

北海道社会福祉協議会 

所在地  札幌市北２条西７丁目 かでる２・７ 

電話番号 ０１１－２４１－３９７６ 

受付時間 ９：００～１７：００ 

 

基準該当訪問介護及び基準該当第１号訪問型サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項

の説明を行いました。 

 

 

令和  年  月  日 

 ヘルパーステーション 女満別ドリーム苑 

説明者職名 管理者     氏名                         

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、基準該当訪問介護または基準該当第１号

訪問型サービスの提供開始に同意しました。 

令和  年  月  日 

利用者住所 網走郡大空町女満別                         

  

氏   名                           

 

代理人住所                                   

  

氏   名                           


